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新宿区協働推進基金助成金交付申請書 

 

 

  

 

 新宿区協働推進基金条例施行規則第 5 条の規定により、下記のとおり助成金の交付を申請 

します。 

 

 

記 

 

 

     助成金申請額     金 186,000 円 

 

 

申請事業の分野（該当の分野１つだけに○をしてください。なお、活動分野が複数の場合は、主要な分野に○をしてください。） 

○ 保健・医療・福祉  災害救援  情報化社会 

 社会教育  地域安全  科学技術 

 まちづくり  人権擁護・平和  経済活動 

 観光  国際協力  職業能力開発・雇用機会拡

充 
 文化・芸術･スポーツ  男女共同参画  消費者の保護 

 環境  子どもの健全育成  市民活動支援 

 そ の 他

（                                   ） 
 



 

 

  助 成 事 業 計 画 書 
 

団体名  特定非営利活動法人 臨床検査支援協会 

事業名 
新宿区民を対象とした健康体験フェアと健康セミナー 

① 事業目的・ 

事業概要 

＜事業目的＞当会は、国民の健康と医療の発展に貢献することを目的に様々な活

動を実施しております。 

この度、新宿区民の皆様を対象とした健康体験フェアと健康セミナーの開催を企

画いたしました。これらのイベントを通しまして、区民の皆様の健康への思いに

少しでもお役に立てればと考えております。  

＜事業概要＞新宿区民の皆様にまずはご自身の健康状態に興味を持っていただ

くため、健康体験フェアで手軽な非侵襲性検査機器（血液採取不要の触れるだけ

で測定できる検査機器）により、現在の状態を把握いただく。更に健康セミナー

により医療機関で受ける臨床検査への理解を深めていただき、必要があれば受診

に繋がれば良いと考えます。 

 

② 地域課題・ 

社会的課題 

  

新宿区の国民健康保険者の特定健康診査（40 歳～74 歳）の受診率は令和 2 年度

（29.3％）まで減少傾向にありましたが、令和 3 年度（32.0％）、令和 4 年度

（34.4％）と 2年連続で 2ポイント以上、増加しました。 

            出典：第 5期 新宿区健康づくり行動計画（本編 P.72） 

 

なお、東京都全体の令和 5年度受診率の 43.1％と比べると 8.7％ほど低い。 

出典：令和 5年度 市町村国保特定健康診査・特定保健指導

実施状況報告（本編 P.5） 

 

新宿区で健康診断等を毎年受けている割合を、男女年齢 2 階級別でみると、「毎

年受けている」は「男性（20～ 64 歳）」が 77.4％と最も高く、次いで「女性（20

～64 歳）」が 68.0％、「男性（65 歳以上）」が 64.4％、「女性（65 歳以上）」が 

57.1％、と続いている。 なお、全体でみると新宿区で「毎年受けている」は 68.7％

で、東京都区市町村平均の 72.7％と比べて低い割合であった。 

出典：令和 2年度 都民の健康や地域とのつながりに関する

意識・活動状況調査報告書（本編 P.78） 

 

また、介護が必要となった主な原因について、性別でみると男性の場合は「脳

血管疾患（脳出血、脳梗塞、くも膜下出血等）」が 15.9％と最も高く、次いで

「高齢に衰弱」「認知症」の順となっています。女性の場合は「骨折・転倒」が

17.7％と最も高く、次いで「高齢による衰弱」「関節の病気（リウマチ・変形性

膝関節症等）」の順となっています。 



 

 

出典：第 5期 新宿区健康づくり行動計画（本編 P.14） 

 

新宿区の施策として保健センターで各種検査の事業は実施されていますが、平日

のみの事業であり、就労の事情などから平日に保健センターでの当該事業を受け

にくい区民の方々も少なからずいる状況が推察されます。 

また、国は健康寿命の延伸に取り組んで久しいですが、平均寿命との差はなかな

か縮まっておりません。このような現状のなかで健診受診率は仕事をリタイアさ

れた方々や家庭に入られている主婦の方々は低率であり、当会の活動が少しでも

ご自身の健康維持・管理のための気づきとなればと思います。 

③ 課 題 解 決

の た め の

取組 

健康体験フェアでより多くの区民の皆様に、より多くの検査を一度に体験いただ

くことや健康セミナーで検査の重要性などをお聴きいただくことで健診受診率

の向上に繋がるよう取り組んで参ります。 

この助成事業で区民の健康意識を高め、健康増進にも繋げていけるよう取り組ん

で参ります。 

また、課題解決のため継続的に取り組んで参りたいと考えております。 

④先駆性・専門性 

当会は臨床検査に関わる医師や医療従事者からなる医療専門団体の有志が集ま

り、2018年に設立。 その中心的な役割を果たした渡邊清明前理事長（慶應大学

医学部名誉教授）は、臨床検査技能の向上支援、 臨床検査の精度向上、医学関

連学術講演会の開催、一般市民への臨床検査の普及・啓発など、多岐にわたる

事業を展開し、 当会を発展させ、2024年 4月より宮澤幸久理事長（帝京大学医

学部名誉教授）が引継ぎ、更なる飛躍を目指しております。 

今後は、臨床検査に関する知識や技術の普及活動を、より広範囲に展開するこ

と。最新の検査技術や情報を積極的に取り入れ、情報提供の内容を充実させる

こと。今後の人材育成の強化として若手人材の育成に力を入れ、将来の臨床検

査を担う人材を育成すること。災害時などの緊急事態において、臨床検査の専

門性を活かした支援活動を行うこと。一般市民向けの啓蒙活動を強化し、臨床

検査の重要性をより深く理解してもらうこと。これらにより、社会貢献の推進

として地域社会との連携を強化し、地域住民の健康増進に貢献することに繋げ

ていくことを目指していきます。また、活動を通して国際的な連携を深め、世

界の臨床検査の発展に貢献することなどを目指した NPO団体です。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 具体的な活動

内容 

（イベントが複数ある場合

は、こちらのページを複写し

て作成してください） 

Ⅰ イベント（会議）の開催予定等 

１．イベント（会議）名：（健康体験フェアと健康セミナー） 

 

２．活動内容：健康体験フェアで骨密度、血管年齢、肌年齢、AGEs検査（老化の

原因物質）、認知症関連などの測定を行い（機器は未定）、現状を

把握いただく。健康セミナーで講師が各種臨床検査の有用性など

について 13時から 30分程度 1回ご説明する予定です。 

 

３．実施期間、回数：1回／年 

 

４．実施場所：区内地域センター（令和 6 年度は柏木地域センターと榎町地

域センターで実施） 

 

５．周知（募集）方法：区広報誌「広報新宿」への掲載 

開催案内チラシの区施設への配布と区直営掲示板へ

の掲示および HPでの周知 

期間：令和 7年 9月～11月（予定） 

 

６．対象者・定員数：50名 

 

７．人員・スタッフ数 

団体構成員（7）名 講師等（  ）名 

アルバイト（3）名 ボランティア（  ）名 

 

８． 安全対策等： 

・緊急時が発生した場合に備え会場と非常口の位置を確認し、緊急避難時の

手順と経路をスタッフ等へ周知徹底する。 

・事前に会場施設に訪問し、緊急避難時の対策について施設の方へご相談と

指示を仰ぎます。 

 

・会場の出入り口と各測定機器の隣に手指消毒剤を配置し、ご来場の方にご

使用いただく。 

・各測定機器で足首や手指などが触れた箇所を測定の都度にアルコールで 

清拭する。 

・スタッフ等は手指消毒を励行し、マスクを着用する。  



 

 

 

Ⅱ イベント（会議）の開催予定等 

１．イベント（会議）名：（            ） 

 

２．活動内容： 

 

３．実施期間、回数： 

 

４．実施場所： 

 

５．周知（募集）方法、期間： 

 

６．対象者・定員数： 

 

７．人員・スタッフ数 

団体構成員（  ）名 講師等（  ）名 

アルバイト（  ）名 ボランティア（  ）名 

 

８．安全対策等：  

 

 

 

 

     

     

⑥ 期待される効果 

 

 

 

 

 ア 区民や地域社会への成果・効果 

区民の皆様に参加していただき、まずは健康体験フェアの簡易検査と健康セミ

ナーでご自身の現在の状態を把握していただき、健康に対し興味を持っていた

だくきっかけとなることが期待できます。この体験が今後の健診受診率向上に

も繋がり、結果的に医療費削減にも繋がるものと思います。 

 

 

 

 

  
 イ 現状や課題に対する成果・効果 



 

 

 

  

保健センターでの各種検査の事業を平日に受けられない区民の皆様に土曜日や

日曜日にも体験いただけることにより、より多くの皆様への検査の機会拡大に

貢献できるものと考えております。 

また、健康体験フェアで骨密度測定検査などを体験いただくことにより、日頃

の健康管理への意識が向上し、要支援・要介護認定者及び給付金の増加が少し

でも抑えられる効果に繋がることが期待されます。 

令和 6年度に開催した同じ地域センターで継続的に開催することにより 

更なる成果と効果に繋がるものと考えております。  

⑦ 今後の展望 

来年度以降も当会の事業目的を遂行するため事業活動を展開して参りま

す。この事業活動の維持と向上のため、会員ならびに賛助企業を拡大し 

事業の自己予算の確保を推進いたします。 

各助成金の活用で事業活動の地域を中野区から隣接の新宿区へ拡大してお

ります。新宿区では令和 6年度に実施した助成事業を令和 7年度以降に継

続的に開催することで、より多くの区民の皆様の健康増進に貢献して参り

ます。 

 

 

 

 

⑧ 過去にこの助

成を受けた実績 

助成年度（令和 6 年度）  事業名（新宿区民を対象とした健康体験フェアと

健康セミナーを 2回実施） 

助成年度（    ）   事業名（             ） 

助成年度（    ）   事業名（             ） 

 

 

⑨ この事業に対す

る他の助成の有無 

（申請中のものを含む） 

□ 有    ■ 無 

有の場合は、助成名称（団体）及び助成額 

助成名（団体名）： 

助成額： 

※新宿区の他の助成制度からの助成が決定した場合には、本助成金は受けられません。新宿区以外の団体

からの助成金がある場合には、その金額を差し引いた額が本助成額になります。本助成金への申請後に、

同事業で新宿区外の補助金へ申請される際は、必ずご相談ください。 

 



実施要領　第２号様式

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

㋓　協働推進基金助成金 円

円

円

収支予算書 2回目用

支

　

出

　

区

　

分

費　　目 予　算　額 内　　　訳

事

業

費

①使用料及び賃借料 240,100

柏木地域センター多目的ホール（午前1回、午後2回）2,300

円×3回=6,900円　昨年度に実施した地域センターの料金を

参考にしました。

測定機器レンタル料

（70,400円+53,900円+55,000円+53,900円）×1日=233,200

円

②消耗品及び印刷費 4,929
チラシ印刷（A4片面カラー）　約8.96円×500枚×1.1=4,929

円

③委託費

④講師謝礼

⑤その他謝礼

⑥交通費 15,000
1,500円×10人×1日=15,000円

⑦保険料

⑧その他諸経費

⑨感染症等対策経費 14,464 円

※上限額2万円以内 (20,000)

手指消毒剤代1,375 円×7本＝9,625円

除菌クロス720円×5個＝3,600円

マスク代1,239円

⑩人件費 84,000 円

※下記「事業費」の25%以内 (91,497)

（団体構成員分）時給1,200円×7時間×7人×1日＝58,800円

(アルバイト分）時給1,200円×7時間×3×1日＝25,200円

事業費（①から⑩の合計） 358,493

⑪ファンドレイジングに関

する経費
円

※事業費の5%以内 (17,924)

⑫助成対象経費

（事業費＋⑪）
358,493

⑬助成対象外経費

事 業 総 額 358,493

収

入

区

分

内　　容 予　算　額 積 算 根 拠（内 訳）

㋐　事業収入

（参加料、資料代等）
25,000 参加料　500円×50名×1日＝25,000円

収 入 総 額 358,493

㋑　寄附金

㋔　団体負担金 147,493

㋒　補助金等収入

186,000
「①～⑨、⑪～⑫の合計」の1/2と「⑨」の合計　※千円未満切り捨

て



実施要領 第３号様式 

 

団 体 概 要 書 

団  体  名 
（ふりがな） とくていひえいりかつどうほうじん りんしょうけんさしえんきょうかい 

特定非営利活動法人 臨床検査支援協会 

所 在 地 

（主たる事務所） 

〒164-0011 

 

東京都中野区中央 1－44－6 ステージ中野坂上 100 号 

代 表 者 氏 名 
（ふりがな）みやざわ ゆきひさ 

     宮澤 幸久 

 

 

 

連絡者氏名  大林 隆 

   住所  東京都中野区中央 1-44-6 ステージ中野坂上 100 号 

   電話  03（5937）1396      FAX  03（5937）1396  

   e-mail info@ascl.or.jp 

 

設立（活動）開始年月 

（ 法 人 設 立 年 月 ） 

法人の場合   

法人設立 2018 年 2 月 

その他の場合 

    年   月活動開始 活動歴   年    か月（  年  月末日現在） 

会  員  数 

(構 成 員 数) 

個人： 

団体：47 

入会条件 

特に条件はありません。約款で理事長は入会申し込みが

あったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなけれ

ばならないと定めています。 

主 な 活 動 地 域 
東京都 新宿区・中野区 

その他（全国 主に関東圏） 

広報関係の有無 

（会報、広報誌等の発行） 

 有 （年   回発行）   ／  無 

（ホームページ） 

    有 （URL  https://www.asci.or.jp ） ／ 無 

団 体 の 目 的 

(定款の目的） 

この法人は、広く一般市民を対象として、臨床検査に携わる人材の確保と質の向上を支援

する事業及び臨床検査の普及啓発に関する事業等を行い、臨床検査を通じて国民の健康と

医療の発展に貢献することを目的としています。 

 



主 な 活 動 

(具体的に記入して

ください） 

新宿区民を対象とした活動 

・令和 6 年度新宿区協働推進基金助成金事業として、令和 6 年 11 月 17 日に柏木地域セン

ターで行われた第 30 回新宿かしわまつりに出展し、健康体験コーナーと健康セミナーを

開催した。 

・令和 6 年度新宿区協働推進基金助成金事業として、令和 6 年 12 月 15 日に榎町地域セン

ターで健康体験フェアと健康セミナーを開催した。 

上記以外の活動 

・印刷物の作成と配布：コロナ検査、健診項目検査小冊子 

・最新医療情報の提供：第 4号機関誌（2024 年 3 月）、第 4号座談会誌（2024 年 3 月） 

企業団体向けWEBセミナー（計 10 回） 

・第 64 回日本臨床化学会年次学術集会でパネル展示（2024年 8 月 30 日～9 月 1 日） 

・健康フェアの開催：中野区健康体験フェア（2023 年 2 月 18 日、3 月 18日） 

第 17 回ふなばし健康まつり（2023 年 11 月 5 日）、中野区がん哲学連絡会フェア（2023 年

12月 2日）、中野区パネル展示 

 

新宿区との連携実

績 

・部署名 

 

 

・連携事例 

 

 

・連携した内容の詳細 

 



特 定 非 営 利活 動法 人臨床検査 支援 協会  定款

第 1章 総  則

(名  称 )

第 1条  この 法 人 は 、 特 定 非 営 利 活 動 法 人 臨 床 検 査 支 援 協 会 と い う。

ま た 、 英 文 名 を Association for Support of Ciinical Laboratory

とす る 。

(事 務 所 )

第 2条  この 法 人 は 、 主 た る事 務 所 を東 京 都 中 野 区 に置 く。

(目  的 )

第 3条  この 法 人 は 、広 く一 般 市 民 を 対 象 と して 、臨 床 検 査 に 携 わ る 人 材 の 確

保 と質 の 向 上 を 支 援 す る 事 業 及 び 臨 床 検 査 の 普 及 啓 発 に 関 す る事 業 等

を行 い 、臨 床 検 査 を通 じて 国 民 の 健 康 と医 療 の 発 展 に 貢 献 す る こ と を 目

的 とす る 。

(特 定 非 営 利 活 動 の 種 類 )

第 4条  この 法 人 は 、前 条 の 目的 を達 成 す る た め 、次 の 種 類 の 特 定 非 営 利 活 動

を行 う。

(1)保 健 、 医 療 又 は 福 祉 の 増 進 を 図 る活 動

(2)学 術 、 文 化 、 芸 術 又 は ス ポ ー ツ の 振 興 を 図 る活 動

(3)前 各 号 に掲 げ る 活 動 を 行 う団 体 の 運 営 又 は 活 動 に 関 す る連 絡 、助 言 又

は 援 助 の 活 動

(事 業 の 種 類 )

第 5条  この 法 人 は 、第 3条 の 目的 を達 成 す る た め 、特 定 非 営 利 活 動 に係 る事

業 と して 、 次 の 事 業 を行 う。

(1)臨 床 検 査 技 能 向 上 支 援 事 業

(2)臨 床 検 査 室 運 営 支 援 事 業

(3)学 術 講 演 会 の 開 催 事 業

(4)講 演 会 支 援 事 業

(5)臨 床 検 査 の 普 及 '啓 発 広 報 事 業

(6)出 版 編 集 事 業

(7)学 術 団 体 連 携 に 関 す る事 業

(8)そ の 他 目的 を達 成 す る た め に 必 要 な 事 業



第 2章 会  員

(種  別 )

第 6条  この 法 人 の 会 員 は 、次 の 2種 と し、正 会 員 を も っ て 特 定 非 営 利 活 動 促

進 法 (以 下 「法 」 と い う。)上 の 社 員 とす る 。

(1)正 会 員  この 法 人 の 目的 に 賛 同 じて 入 会 した 個 人 及 び 団 体

(2)賛 助 会 員 この 法 人 の 目的 に 賛 同 じ賛 助 す る た め に 入 会 した 個 人 及 び

団 体

(入  会 )

第 7条  会 員 の 入 会 に つ い て 、 特 に 条 件 は 定 め な い 。

2 会 員 と して 入 会 しよ う とす る も の は 、理 事 長 が 別 に 定 め る 入 会 申込 書 に

よ り、 理 事 長 に 申 し込 む も の とす る 。

3 理 事 長 は 、前 項 の 申 し込 み が あ つた と き 、正 当 な 理 由 が な い 限 り、入 会

を認 め な けれ ば な らな い 。

4 理 事 長 は 、第 2項 の も の の 入 会 を認 め な い と き は 、速 や か に 、理 由 を付

した 書 面 を も っ て 本 人 に そ の 旨 を通 知 しな けれ ば な らな い 。

(入 会 金 及 び 会 費 )

第 8条  会 員 は 、理 事 会 に お い て 別 に 定 め る 入 会 金 及 び 会 費 を納 入 しな けれ ば

な らな い 。

(会 員 の 資 格 の 喪 失 )

第 9条  会 員 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当す る場 合 に は 、 そ の 資 格 を喪 失 す る。

(1)退 会 届 の 提 出 を した と き 。

(2)本 人 が 死 亡 し、若 し くは 失 昧 宣 告 を 受 け 、又 は 会 員 で あ る 団 体 が 消 滅

した と き 。

(3)継 続 して 1年 以 上 会 費 を滞 納 した と き 。

(4)除 名 され た と き 。   !

(退  会 )

第 10条  会 員 は 、 理 事 長 が 別 に 定 め る 退 会 届 を理 事 長 に 提 出 して 、 任 意 に 退

会 す る こ とが で き る 。

(除  名 )

第 11条  会 員 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る場 合 に は 、 理 事 会 の 議 決 に よ り、 こ

れ を除 名 す る こ とが で き る 。

(1)こ の 定 款 に 違 反 した と き 。



(2)こ の 法 人 の 名 誉 を傷 つ け 、 又 は 目的 に 反 す る行 為 を した と き 。

2 前 項 の 規 定 に よ り会 員 を除 名 しよ う とす る場 合 は 、議 決 の 前 に 当該 会 員

に 弁 明 の 機 会 を与 え な けれ ば な らな い 。

第 3章 役  員
(種 別 及 び 定 数 )

第 12条  この 法 人 に 、 次 の 役 員 を置 く。

(1)理 事  3人 以 上 20人 以 内

(2)監 事  1人 以 上 2人 以 内

2 理 事 の うち 1人 を理 事 長 と し、4人 以 内 を副 理 事 長 とす る こ とが で き る 。

(選 任 等 )

第 13条  理 事 は 理 事 会 に お い て 選 任 す る 。 監 事 は 総 会 に お い て 選 任 す る。

2 理 事 長 及 び 副 理 事 長 は 、 理 事 会 に お い て 選 任 す る 。

3 役 員 の う ち に は 、そ れ ぞ れ の 役 員 に つ い て 、そ の 配 偶 者 若 し くは 3親 等

以 内 の 親 族 が 1人 を超 え て 含 まれ 、又 は 当 該 役 員 並 び に そ の 配 偶 者 及 び 3

親 等 以 内 の 親 族 が 役 員 の 総 数 の 3分 の 1を 超 え て 含 ま れ る こ と に な っ て

は な らな い 。

4 法 第 20条 各 号 の い ず れ か に 該 当す る者 は 、 この 法 人 の 役 員 に な る こ と

が で き な い 。

5 監 事 は 、 理 事 又 は この 法 人 の 職 員 を兼 ね て は な らな い 。

(職  務 )

第 14条  理 事 長 は 、 この 法 人 を代 表 し、 そ の 業 務 を総 理 す る 。

2 理 事 長 以 外 の 理 事 は 、 法 人 の 業 務 に つ い て 、 この 法 人 を代 表 しな い 。

3 副 理 事 長 は 、理 事 長 を補 佐 し、理 事 長 に事 故 が あ る と き又 は 理 事 長 が 欠

け た と き は 、理 事 長 が あ らか じめ 指 名 した 順 序 に よ って 、そ の 職 務 を代 行

す る 。

4 理 事 は 、理 事 会 を構 成 し、この 定 款 の 定 め 及 び 総 会 又 は 理 事 会 の 議 決 に

基 づ き 、 この 法 人 の 業 務 を執 行 す る 。

5 監 事 は 、 次 に 掲 げ る職 務 を行 う。

(1)理 事 の 業 務 執 行 の 状 況 を監 査 す る こ と。

(2)こ の 法 人 の 財 産 の 状 況 を監 査 す る こ と。

(3)前 2号 の 規 定 に よ る監 査 の 結 果 、この 法 人 の 業 務 又 は 財 産 に 関 し不 正

の 行 為 又 は 法 令 若 し くは 定 款 に 違 反 す る 重 大 な 事 実 が あ る こ と を 発

見 した 場 合 に は 、 これ を総 会 又 は 所 轄 庁 に 報 告 す る こ と。

(4)前 号 の 報 告 をす る た め に 必 要 が あ る場 合 に は 、 総 会 を招 集 す る こ と。

(5)理 事 の 業 務 執 行 の 状 況 又 は この 法 人 の 財 産 の 状 況 に つ い て 、理 事 に意



見 を述 べ る こ と。

(任 期 等 )

第 15条  役 員 の 任 期 は 、 2年 とす る 。 た だ し、 再 任 を妨 げ な い 。

2 補 欠 の た め 、又 は 増 員 に よ り就 任 した 役 員 の 任 期 は 、そ れ ぞ れ の前 任 者

又 は 現 任 者 の 任 期 の 残 存 期 間 とす る 。

3 役 員 は 、辞 任 又 は 任 期 満 了 後 に お い て も 、後 任 者 が 就 任 す る ま で は 、そ

の 職 務 を行 わ な けれ ば な らな い 。

(欠 員 補 充 )

第 16条  理 事 又 は 監 事 の うち 、 そ の 定 数 の 3分 の 1を 超 え る者 が 欠 け た と き

は 、遅 滞 な く これ を補 充 しな けれ ば な らな い 。

(解  任 )

第 17条  理 事 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る場 合 に は 理 事 会 の 議 決 に よ り、 監 事

が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る場 合 に は 総 会 の 議 決 に よ り、これ を解 任 す る こ

とが で き る 。

(1)心 身 の 故 障 の た め 、 職 務 の 遂 行 に 堪 え な い と認 め られ る と き。

(2)職 務 上 の 義 務 違 反 そ の 他 役 員 と して お、さわ し くな い 行 為 が あ つた と

き 。

2 前 項 の 規 定 に よ り役 員 を解 任 しよ う とす る場 合 は 、議 決 の 前 に 当該 役 員

に 弁 明 の 機 会 を与 え な けれ ば な らな い 。

(報 酬 等 )

第 18条  役 員 は 、 そ の 総 数 の 3分 の 1以 下 の 範 囲 内 で 報 酬 を受 け る こ とが で

き る 。

2 役 員 に は 、そ の 職 務 を執 行 す る た め に 要 した 費 用 を弁 償 す る こ とが で き

る 。

3 前 2項 に 関 し必 要 な 事 項 は 、 総 会 の 議 決 を経 て 、 理 事 長 が 別 に 定 め る 。

第 4章 会  議

(種  別 )

第 19条  この 法 人 の 会 議 は 、 総 会 及 び 理 事 会 の 2種 とす る 。

2 総 会 は 、 通 常 総 会 及 び 臨 時 総 会 とす る 。

(総 会 の 構 成 )

第 20条  総 会 は 、 正 会 員 を も って 構 成 す る 。



(総 会 の 権 能 )

第 21条  総 会 は 、 以 下 の 事 項 に つ い て 議 決 す る 。

(1)定 款 の 変 更

(2)解 散 及 び 合 併

(3)事 業 報 告 及 び 決 算

(4)解 散 に お け る残 余 財 産 の 帰 属

(5)監 事 の 選 任 及 び 解 任

(6)役 員 の 職 務 及 び 報 酬

(7)そ の 他 この 法 人 の 運 営 に 関 す る重 要 事 項

(総 会 の 開 催 )

第 22条  通 常 総 会 は 、 毎 年 1回 開 催 す る 。

2 臨 時 総 会 は 、 次 に 掲 1ず る場 合 に 開 催 す る 。

(1)理 事 会 が 必 要 と認 め 、 招 集 の 請 求 を した と き 。

(2)正 会 員 総 数 の 5分 の 1以 上 か ら会 議 の 目的 を記 載 した 書 面 に よ り招

集 の 請 求 が あ つ た と き 。

(3)監 事 が 第 14条 第 5項 第 4号 の 規 定 に 基 づ い て 招 集 す る と き 。

(総 会 の 招 集 )

第 23条  総 会 は 、 前 条 第 2項 第 3号 の 場 合 を除 い て 、理 事 長 が 招 集 す る。

2 理 事 長 は 、前 条 第 2項 第 1号 及 び 第 2号 の 規 定 に よ る請 求 が あ つた と き

は 、 そ の 日か ら 30日 以 内 に 臨 時 総 会 を招 集 しな けれ ば な らな い 。

3 総 会 を招 集 す る と き に は 、会 議 の 日時 、場 所 、 目的 及 び 審 議 事 項 を記 載

した 書 面 、電 磁 的 方 法 又 は フ ア ク シ ミ リ (FAX)に よ り、開 催 の 日の 少 な く

と も 5日 前 ま で に 通 知 しな けれ ば な らな い 。

(総 会 の 議 長 )

第 24条  総 会 の 議 長 は 、 そ の 総 会 に 出 席 した 正 会 員 の 中 か ら選 出 す る 。

(総 会 の 定 足 数 )

第 25条  総 会 は 、 正 会 員 総 数 の 2分 の 1以 上 の 出 席 が な けれ ば 開 会 す る こ と

は で き な い 。

(総 会 の 議 決 )

第 26条  総 会 に お け る議 決 事 項 は 、第 23条 第 3項 の 規 定 に よ つ て あ らか じめ

通 知 した 事 項 とす る 。

2 総 会 の 議 事 は 、 この 定 款 に 規 定 す る もの の ほ か 、出 席 した 正 会 員 の 過 半

数 を も つ て 決 し、 可 否 同 数 の と き は 、 議 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。



3 理 事 ま た は 正 会 員 が 、総 会 の 目的 で あ る事 項 に つ い て 提 案 した 場 合 に お

い て 、正 会 員 全 員 が 書 面 、電 磁 的 記 録 又 は フ ァ ク シ ミ リ (FAX)に よ り同 意

の 意 思 表 示 を した と き は 、当 該 提 案 を可 決 す る 旨 の 社 員 総 会 の 決 議 が あ つ

た もの とみ な す 。

(総 会 で の 表 決 権 等 )

第 27条  各 正 会 員 の 表 決 権 は 、 平 等 な も の とす る 。

2 や む を得 な い理 由 に よ り総 会 に 出 席 で き な い 正 会 員 は 、あ らか じめ 通 知

され た 事 項 に つ い て 書 面 、 電 磁 的 方 法 又 は フ ァ ク シ ミ リ (FAX)に よ り表

決 し、 又 は 他 の 正 会 員 を代 理 人 と して 表 決 を委 任 す る こ とが で き る 。

3 前 項 の 規 定 に よ り表 決 した 正 会 員 は 、前 2条 及 び 次 条 第 1項 の 適 用 に つ

い て は 、 総 会 に 出 席 した も の とみ な す 。

4 総 会 の 議 決 に つ い て 、特 別 の 利 害 関 係 を有 す る正 会 員 は 、そ の 議 事 の 議

決 に加 わ る こ とが で き な い 。

(総 会 の 議 事 録 )

第 28条  総 会 の 議 事 に つ い て は 、 次 の 事 項 を記 載 した 議 事 録 を作 成 しな けれ

ば な らな い 。

(1)日 時 及 び 場 所

(2)正 会 員 総 数 及 び 出 席 者 数 (書 面 、電 磁 的 方 法 又 は フ ア ク シ ミ リ (FAX)

に よ る 表 決 者 又 は 表 決 委 任 者 が あ る場 合 に あ って は 、そ の 数 を付 記 す

る こ と。)

(3)審 議 事 項

(4)議 事 の 経 過 の 概 要 及 び 議 決 の 結 果

(5)議 事 録 署 名 人 の 選 任 に 関 す る事 項

2 議 事 録 に は 、議 長 及 び 総 会 に お い て 選 任 され た 議 事 録 署 名 人 2人 が 、記

名 押 印 又 は 署 名 しな けれ ば な らな い 。

3 前 2項 の 規 定 に か か わ らず 、正 会 員 全 員 が 書 面 、電 磁 的 記 録 又 は フ ァ ク

シ ミ リ (FAX)に よ り同 意 の 意 思 表 示 を した こ と に よ り、 総 会 の 決 議 が あ

つた も の とみ な され た 場 合 に お い て は 、次 の 事 項 を記 載 した 議 事 録 を作 成

しな けれ ば な らな い 。

(1)総 会 の 決 議 が あ つ た も の とみ な され た 事 項 の 内 容

(2)前 号 の 事 項 を提 案 した 者 の 氏 名 又 は 名 称

(3)総 会 の 決 議 が あ った も の とみ な され た 日及 び 正 会 員 総 数

(4)議 事 録 の 作 成 に 係 る職 務 を行 つた 者 の 氏 名

(理 事 会 の 構 成 )

第 29条  理 事 会 は 、 理 事 を も つて 構 成 す る 。



(理 事 会 の 権 能 )

第 30条  理 事 会 は 、この 定 款 に 別 に 定 め る事 項 の ほ か 、次 の 事 項 を議 決 す る 。

(1)総 会 に 付 議 す べ き事 項

(2)総 会 の 議 決 した 事 項 の 執 行 に 関 す る事 項

(3)そ の 他 総 会 の 議 決 を要 しな い 業 務 の 執 行 に 関 す る事 項

(理 事 会 の 開 催 )

第 31条  理 事 会 は 、 次 に掲 げ る場 合 に 開 催 す る 。

(1)理 事 長 が 必 要 と認 め た と き 。

(2)理 事 総 数 の 2分 の 1以 上 か ら理 事 会 の 目 的 で あ る事 項 を 記 載 した 書

面 に よ り招 集 の 請 求 が あ つ た と き

(理 事 会 の 招 集 )

第 32条  理 事 会 は 、 理 事 長 が 招 集 す る 。

2 理 事 長 は 、前 条 第 2号 の 規 定 に よ る請 求 が あ つた と き は 、そ の 日か ら 14

日以 内 に 理 事 会 を招 集 しな けれ ば な らな い 。

3 理 事 会 を招 集 す る と き は 、会 議 の 日時 、場 所 、 目的 及 び 審 議 事 項 を記 載

した 書 面 、電 磁 的 方 法 又 は フ ア ク シ ミ リ (FAX)に よ り、開 催 の 日の 少 な く

と も 5日 前 ま で に 通 知 しな けれ ば な らな い 。

(理 事 会 の 議 長 )

第 33条  理 事 会 の 議 長 は 、 理 事 長 が これ に あ た る 。

(理 事 会 の 議 決 )

第 34条  理 事 会 に お け る議 決 事 項 は 、第 32条 第 3項 の 規 定 に よ つ て あ らか じ

め 通 知 した 事 項 とす る 。

2 理 事 会 の 議 事 は 、 理 事 総 数 の 過 半 数 を も つ て 決 し、 可 否 同 数 の と き は 、

議 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。

3 理 事 が 、理 事 会 の 目的 で あ る事 項 に つ い て 提 案 した 場 合 に お い て 、理 事

全 員 が 書 面 t電 磁 的 記 録 又 は フ ア ク シ ミ リ (FAX)に よ り同 意 の 意 思 表 示

を した と き は 、当 該 提 案 を可 決 す る 旨 の 理 事 会 の 決 議 が あ つ た も の とみ な

す 。

(理 事 会 で の 表 決 権 等 )

第 35条  各 理 事 の 表 決 権 は 、 平 等 な も の とす る 。

2 や む を得 な い理 由 の た め 理 事 会 に 出 席 で き な い理 事 は 、あ らか じめ 通 知



され た 事 項 に つ い て 書 面 、 電 磁 的 方 法 又 は フ ア ク シ ミ リ (FAX)に よ り表

決 す る こ とが で き る 。

3 前 項 の 規 定 に よ り表 決 した 理 事 は 、前 条 及 び 次 条 第 1項 の 適 用 に つ い て

は 、 理 事 会 に 出 席 した も の とみ な す 。

4 理 事 会 の 議 決 に つ い て 、特 別 の 利 害 関 係 を有 す る理 事 は 、そ の 議 事 の 議

決 に 加 わ る こ とが で き な い 。

(理 事 会 の 議 事 録 )

第 36条  理 事 会 の 議 事 に つ い て は 、 次 の 事 項 を記 載 した 議 事 録 を作 成 しな け

れ ば な らな い 。

(1)日 時 及 び 場 所

(2)理 事 総 数 、出 席 者 数 及 び 出 席 者 氏 名 (書 面 、電 磁 的 方 法 又 は フ ア ク シ

ミ リ (FAX)に よ る表 決 者 に あ って は 、 そ の 旨 を付 記 す る こ と。)

(3)審 議 事 項

(4)議 事 の 経 過 の 概 要 及 び 議 決 の 結 果

(5)議 事 録 署 名 人 の 選 任 に 関 す る事 項

2 議 事 録 に は 、議 長 及 び そ の 会 議 に お い て選 任 され た 議 事 録 署 名 人 2人 が

記 名 押 印 又 は 署 名 しな けれ ば な らな い 。

3 前 2項 の 規 定 に か か わ らず 、理 事 全 員 が 書 面 、電 磁 的 記 録 又 は フ ア ク シ

ミ リ (FAX)に よ り同 意 の 意 思 表 示 を した こ と に よ り、 理 事 会 の 決 議 が あ

った も の とみ な され た 場 合 に お い て は 、次 の 事 項 を記 載 した 議 事 録 を作 成

しな けれ ば な らな い 。

(1)理 事 会 の 決 議 が あ つ た も の とみ な され た 事 項 の 内 容

(2)前 号 の 事 項 を提 案 した 者 の 氏 名 又 は 名 称

(3)理 事 会 の 決 議 が あ つた も の とみ な され た 日及 び 理 事 総 数

(4)議 事 録 の 作 成 に 係 る職 務 を行 つた 者 の 氏 名

第 5章 資  産

(資 産 の 構 成 )

第 37条  この 法 人 の 資 産 は 、 次 の 各 号 に掲 げ る も の を も つ て 構 成 す る 。

(1)設 立 当初 の 財 産 目録 に 記 載 され た 資 産

(2)入 会 金 及 び 会 費

(3)寄 付 金 品

(4)財 産 か ら生 じる収 益

(5)事 業 に 伴 う収 益

(6)そ の 他 の 収 益



(資 産 の 区 分 )

第 38条  この 法 人 の 資 産 は 、特 定 非 営 利 活 動 に 係 る事 業 に 関 す る 資 産 とす る 。

(資 産 の 管 理 )

第 39条  この 法 人 の 資 産 は 、 理 事 長 が 管 理 し、 そ の 方 法 は 、 理 事 会 の 議 決 を

経 て 、 理 事 長 が 別 に 定 め る 。

第 6章 会  計

(会 計 の 原 則 )

第 40条  この 法 人 の 会 計 は 、法 第 27条 各 号 に 掲 げ る原 則 に 従 つ て 行 わ な けれ

ば な らな い 。

(会 計 の 区 分 )

第 41条  この 法 人 の 会 計 は 、 特 定 非 営 利 活 動 に 係 る事 業 会 計 とす る 。

(事 業 年 度 )

第 42条  この 法 人 の 事 業 年 度 は 、毎 年 4月 1日 に 始 ま り、翌 年 3月 31日 に 終

わ る 。

(事 業 計 画 及 び 予 算 )

第 43条  この 法 人 の 事 業 計 画 及 び これ に 伴 う予 算 は 、 毎 事 業 年 度 ご とに理 事

長 が 作 成 し、 理 事 会 の 議 決 を経 な けれ ば な らな い 。

(暫 定 予 算 )

第 44条  前 条 の 規 定 に か か わ らず 、 や む を得 な い理 由 に よ り予 算 が 成 立 しな

い と き は 、理 事 長 は 、理 事 会 の 議 決 を経 て 、予 算 成 立 の 日 ま で 前 事 業 年 度

の 予 算 に 準 じ収 益 費 用 を講 じる こ とが で き る 。

2 前 項 の 収 益 費 用 は 、 新 た に 成 立 した 予 算 の 収 益 費 用 とみ な す 。

(予 算 の 追 加 及 び 更 正 )

第 45条  予 算 成 立 後 に や む を得 な い事 由 が 生 じた と き は 、 理 事 会 の 議 決 を経

て 、 既 定 予 算 の 追 加 又 は 更 正 をす る こ とが で き る 。

(事 業 報 告 及 び 決 算 )

第 46条  この 法 人 の 事 業 報 告 書 、 活 動 計 算 書 、 貸 借 対 照 表 及 び 財 産 目録 等 決

算 に 関 す る書 類 は 、毎 事 業 年 度 終 了後 、速 や か に 、理 事 長 が 作 成 し、監 事

の 監 査 を 受 け 、 総 会 の 議 決 を経 な けれ ば な らな い 。



2 決 算 上 乗‖余 金 を 生 じた と き は 、 次 事 業 年 度 に 繰 り越 す も の とす る 。

(臨 機 の 措 置 )

第 47条  予 算 を も っ て 定 め る も の の ほ か 、 借 入 金 の 借 入 れ そ の 他 新 た な 義 務

の 負 担 を し、又 は 権 利 の 放 棄 を しよ う とす る と き は 、理 事 会 の 議 決 を経 な

けれ ば な らな い 。

第 7章 定款の変更 、解散及 び合併

(定 款 の 変 更 )

第 48条  この 法 人 が 定 款 を 変 更 しよ う とす る と き は 、 総 会 に 出 席 した 正 会 員

の 4分 の 3以 上 の 多 数 に よ る議 決 を経 、 か つ 、 法 第 25条 第 3項 に規 定 す

る事 項 に つ い て は 、 所 轄 庁 の 認 証 を得 な けれ ば な らな い 。

2 この 法 人 の 定 款 を 変 更 (前 項 の 規 定 に よ り所 轄 庁 の 認 証 を得 な けれ ば な

らな い事 項 を除 く。)し た と き は 、 所 轄 庁 に 届 け 出 な けれ ば な らな い 。

(解  散 )

第 49条  この 法 人 は 、 次 に 掲 げ る事 由 に よ り解 散 す る 。

(1)総 会 の 決 議

(2)目 的 とす る特 定 非 営 利 活 動 に 係 る事 業 の 成 功 の 不 能

(3)正 会 員 の 欠 亡

(4)合 併

(5)破 産 手 続 開 始 の 決 定

(6)所 轄 庁 に よ る設 立 の 認 証 の 取 消 し

2 前 項 第 1号 の 事 由 に よ り この 法 人 が 解 散 す る と き は 、正 会 員 総 数 の 4分

の 3以 上 の 議 決 を経 な けれ ば な らな い な

3 第 1項 第 2号 の 事 由 に よ り この 法 人 が 解 散 す る と き は 、所 轄 庁 の 認 定 を

得 な けれ ば な らな い 。                        ・

(残 余 財 産 の 帰 属 )

第 50条  この 法 人 が 解 散 (合 併 又 は 破 産 手 続 開 始 の 決 定 に よ る解 散 を除 く。)

した と き に 残 存 す る財 産 は 、 法 第 11条 第 3項 に掲 げ る者 の うち 、 総 会 に

お い て 議 決 した も の に譲 渡 す る も の とす る 。

(合  併 )

第 51条  この 法 人 が 合 併 しよ う とす る と き は 、 総 会 に お い て 正 会 員 総 数 の 4

分 の 3以 上 の 議 決 を経 、 か つ 、 所 轄 庁 の 認 証 を得 な けれ ば な らな い 。



第 8章 公告 の方法

(公 告 の 方 法 )

第 52条  この 法 人 の 公 告 は 、 この 法 人 の 掲 示 場 に掲 示 す る と と も に 、 官 報 に

掲 載 して 行 う。た だ し、法 第 28条 の 2第 1項 に規 定 す る貸 借 対 照 表 の 公

告 に つ い て は 、 この 法 人 の ホ ー ム ペ ー ジ に お い て 行 う。

第 9章 事 務局

(事 務 局 の 設 置 )

第 53条  この 法 人 に 、 この 法 人 の 事 務 を処 理 す る た め 、 事 務 局 を設 置 す る こ

とが で き る 。

2 事 務 局 に は 、 事 務 局 長 及 び 必 要 な 職 員 を置 く こ とが で き る 。

(職 員 の 任 免 )

第 54条  事 務 局 長 及 び 職 員 の 任 免 は 、 理 事 長 が 行 う。

(組 織 及 び 運 営 )

第 55条  事 務 局 の 組 織 及 び 運 営 に 関 し必 要 な事 項 は 、 理 事 会 の 議 決 を経 て 、

理 事 長 が 別 に 定 め る 。

第 10章 雑  則

(細  則 )

第 56条  こ の 定 款 の 施 行 に つ い て 必 要 な 細 則 は 、 理 事 会 の 議 決 を 経 て 、 理 事

長 が これ を 定 め る 。

附  則

1 こ の 定 款 は 、 こ の 法 人 の 成 立 の 日 か ら施 行 す る 。

2 こ の 法 人 の 設 立 当 初 の 役 員 は 、 次 の と お り と す る 。

理 事 長   渡 違  清 明

副 理 事 長  高 橋  伯 夫

副 理 事 長  高 加  國 夫

理 事     小 川  員 史

理 事     石 橋  み ど り

理 事     今  哲 昭

監 事     寺 本  哲 也

3 この 法 人 の 設 立 当 初 の 役 員 の 任 期 は 、 第 15条 第 1項 の 規 定 に か か わ ら



ず 、 この 法 人 の 成 立 の 日か ら平 成 31年 6月 30日 ま で とす る 。

4 この 法 人 の 設 立 当 初 の 事 業 年 度 は 、 第 42条 の 規 定 に か か わ らず 、 この

法 人 の 成 立 の 日か ら平 成 30年 3月 31日 ま で とす る 。

5 この 法 人 の 設 立 当 初 の 事 業 計 画 及 び 予 算 は 、 第 43条 の 規 定 に か か わ ら

ず 、設 立 総 会 の 定 め る と こ ろ に よ る 。

6 この 法 人 の 設 立 当 初 の 入 会 金 及 び 会 費 は 、第 8条 の 規 定 に か か わ らず 、

次 に掲 げ る額 とす る 。

(1)入 会 金   正 会 員  (個 人 ・ 団 体 ) 0円
賛 助 会 員 (個 人 ・ 団 体 ) 0円

(2)年 会 費   正 会 員  (個 人 ・ 団 体 ) 3000円
賛 助 会 員  個 人 3000円 ・ 団 体 50000円

(団 体 は 1日 以 上 )

附 則    平 成 30年 6月 15日 改 訂

令 和 2年 (2020年 )9月 15日 改 訂

令 和 3年 (2021年 )6月 22日 改 訂

令 和 4年 (2022年 )6月 22日 改 訂

令 和 6年 (2024年 )2月 1日 改 訂

令 和 6年 (2024年 )2月 1日

本 定 款 は 当 法 人 の 定 款 に 相 違 あ りま せ ん 。

東 京 都 中 野 区 中 央 1丁 目 44番 6号



役員一覧

役職名 氏　　名

理事長 宮澤　幸久

副理事長 石橋　みどり

副理事長 山田　俊幸

副理事長 諏訪部　章

理事 小川　眞史

理事 今　哲昭

理事 萩原　三千男

理事 東條　尚子

理事 荒木　秀夫

理事 菅　俊香

理事 堀井　隆

理事 坂本　秀生

理事 井本　真由美

監事 高橋　伯夫

監事 寺本　哲也

顧問 渡辺　清明



書式第１２号（法第２８条関係） 

事 業 報 告 用 
 

 

 

特定非営利活動法人臨床検査支援協会  

 

１ 事業の成果 

臨床検査医学分野に関わる医療従事者への技術向上支援活動や一般市民への臨床検査普及活動を行う

こと等を事業活動の主軸として活動を行った。また医療従事者へ当協会への理解と参画を促す為に、認

知度向上活動も積極的に推進した。特に印刷物発行、健康体験フェア開催、WEB セミナー企画等の実

施を通して広報活動とした。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業              （事業費の総費用【1525】千円） 

定款に記
載 

された 
事業名 

事業内容 日
時 

場所 
従事
者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対象
者 
人数 

事業費 
（千円） 

臨床検査技
能向上支援
事業 

①検査検討課題における受託業務について検査診断薬
企業とｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ契約の締結について協議を勧めた。 
②同学院の試験委託事業に対して準備を進める上での
検討を開始した。 

通

年 
全国 ７ 検査技師 30 

1０ 
 

臨床検査室
運営支援事
業 

①検査関連誌に年間シリーズとして、検査情報を提供す
る為の企画及び検討を行った。 
②検査技師及び検査室への情報提供支援策としての具
体案を策定し検討した。 

通

年 
全国 ７ 

医 療 従 事

者 
50 ０ 

学術講演会
の開催事業 

第 70 回日本臨床検査医学会（長崎）でシンポジウムと
して企画し開催した。 

11

月 

長 崎

県 
７ 

医 療 従 事

者 
80 

763 
 

講演会支援
事業 

７企業の依頼により WEB ｾﾐﾅｰのシリーズ企画を立案し、
また講師紹介など実施支援を行った。 

通

年 
全国 ５ 

医 療 従 事

者 
300 

263 
 

臨床検査の
普及・啓発広
報事業 

①一般市民を対象として、都区内、千葉県にて健康体験
フェアを３回開催した。 
②東京都中野区に賛同しパネル展示会に参加した。 
③次年度の健康フェア開催予算確保の為に、東京都 3 地
区における助成金補助申請を行った。 
 

通

年 
全国 ５ 

不 特 定 多

数 
700 

82 
 

出版編集事
業 

①協会機関誌「ASCL LETTER」第 4 号を企画制作し全国
配布を行った。 
②第 4 回「座談会」を開催し機関誌に掲載すると共に診
断薬企業と契約を行い別刷を制作した。 

通

年 
全国 ８ 

医 療 従 事

者 
700 

138 
 

学術団体連
携に関する
事業 

患者やその家族、一般市民を対象として 
検査小冊子「臨床検査値の読み方」の第 2 弾として、メ
タボ健診の企画制作を行った。 

通

年 
全国 11 

不 特 定 多

数 
700 １ 

その他目的
を達成する
ために必要
な事業 

委員会活動の支援として活動を行った。 
通

年 
全国 ２ 

医 療 従 事

者 
50 269 

 

        令和 5 年度 事業報告書 



書式第１３号（法第２８条関係）

   令和５年度　活動計算書
特定非営利活動法人臨床検査支援協会

（単位：円）
科 目 金　　額 小計・合計

【Ａ】　経　常　収　益
１　受取会費 2,420,000

正会員受取会費 219,000
賛助会員受取会費 2,201,000

２　受取寄附金 0
受取寄附金

３　受取助成金等 0
受取助成金

４　事業収益 508,189
講演会企画等制作手数料 478,189
相談案件調査回答料 30,000

５　その他の収益 13
受取利息 13

経　常　収　益　計 2,928,202
【Ｂ】　経　常　費　用

１　事業費
（１）人件費 0

（２）その他経費 2,610,313
印刷製本費 22,201
会議費 551,286
業務委託費 24,000
広告宣伝費 96,241
交際費 4,320
雑費 41,394
支払報酬 434,980
修理保全費 18,800
消耗品費 72,468
水道光熱費 31,504
租税公課 3,069
地代家賃 673,200
通信運搬費 258,053
旅費交通費 378,797

事業費計 2,610,313
２　管理費

（１）人件費 0 0

（２）その他経費 402,096
会議費 2,000
交際費 8,240
支払報酬 240,000
支払保証料 10,000
消耗品費 36,216
水道光熱費 22,176
通信運搬費 24,164
旅費交通費 48,520
支払手数料 10,780

管理費計 402,096
経　常　費　用　計 3,012,409
当　期　経　常　増　減　額　【Ａ】－【Ｂ】　・・・① -84,207
【Ｃ】　経　常　外　収　益 0

経　常　外　収　益　計 0
【Ｄ】　経　常　外　費　用 0

経　常　外　費　用　計 0
当　期　経　常　外　増　減　額　【Ｃ】－【Ｄ】　・・・② 0
税　引　前　当　期　正　味　財　産　増　減　額　①＋②　・・・③ -84,207

法人税、住民税及び事業税　・・・④
前期繰越正味財産額　・・・⑤ 755,411

次　期　繰　越　正　味　財　産　額　③－④＋⑤ 671,204

事 業 報 告 用



書式第１５号（法第２８条関係）

   令和５年度　貸借対照表
特定非営利活動法人　 臨床検査支援協会

（単位：円）
科 目 金　　額 小計・合計

【Ａ】　資　産　の　部
１　流動資産

現金預金 671,204
未収金

流動資産合計　・・・① 671,204
２　固定資産

（１）有形固定資産 0
0

（２）無形固定資産 0
0

（３）投資その他の資産 0
0

固定資産合計　・・・② 0

【Ａ】資　産　合　計　①＋② 671,204

【Ｂ－１】　負　債　の　部
１　事業費流動負債 0

未払金 0
預り金 0

流動負債合計　・・・③ 0
２　固定負債 0

固定負債合計　・・・④ 0
負　債　合　計　③＋④ 0
【Ｂ－２】　正　味　財　産　の　部

前期繰越正味財産額 755,411
当期正味財産増減額 -84,207

正　味　財　産　合　計 671,204

【Ｂ】　負　債　及　び　正　味　財　産　合　計　【Ｂ－１】＋【Ｂ－２】 671,204

事 業 報 告 用



書式第１７号（法第２８条関係）

     令和５年度　財産目録
特定非営利活動法人臨床検査支援協会

         （単位：円）
科 目 金　　額 小　　計 合　　計

【Ａ】　資　産　の　部
１　流動資産

現金預金
手元現金 22,353
ゆうちょ銀行普通預金 540,902
三井住友銀行飯田橋支店普通預金 107,949

未収金
事業未収金 0

棚卸資産 0

流動資産合計　・・・① 671,204
２　固定資産

（１）有形固定資産
車両運搬具 0

（２）無形固定資産
0

（３）投資その他の資産

0

固定資産合計　・・・② 0

【Ａ】資　産　合　計　①＋② 671,204

【Ｂ－１】　負　債　の　部
１　事業費流動負債

未払金 0
預り金 0

流動負債合計　・・・③
２　固定負債

長期借入金 0
固定負債合計　・・・④

【Ｂ－１】負　債　合　計　③＋④ 0 0

【Ｂ－２】正　味　財　産　合　計　【Ａ】－【Ｂ－１】 671,204

事 業 報 告 用







書式第１３号（法第２８条関係）

   　　2025年度　予算書
特定非営利活動法人臨床検査支援協会

（単位：円）
科 目 金　　額 小計・合計

【Ａ】　経　常　収　益

１　受取会費 3,120,000

正会員受取会費 250,000

賛助会員受取会費 2,870,000

２　受取寄附金 0

受取寄附金

３　受取助成金等 270,000

受取助成金 270,000

４　事業収益 1,415,000

検査室支援委員会 165,000

講演会支援委員会 350,000

出版委員会 850,000

渉外・広報委員会 50,000

関連団体連携委員会 0

５　その他の収益 600

受取利息 600

経　常　収　益　計 4,805,600

【Ｂ】　経　常　費　用

１　事業費

（１）人件費 0

（２）その他経費－１ 1,237,364

地代家賃 673,200

通信運搬費 143,164

水道光熱費 32,000

旅費交通費 90,000

消耗品費 30,000

印刷費 5,000

業務委託費 24,000

支払報酬 240,000

（２）その他経費－２ 3,422,500

検査室支援委員会 60,000

講演会支援委員会 928,500

出版委員会 1,702,000

渉外・広報委員会 432,000

関連団体連携委員会 0

その他（目的を達成する為に必要な事業） 300,000

事業費計 4,659,864

２　管理費

（１）人件費 0 0

（２）その他経費 115,676

水道光熱費 22,176

支払手数料 8,500

消耗品費 5,000

通信運搬費 30,000

旅費交通費 50,000

管理費計 115,676

経　常　費　用　計 4,775,540

当　期　経　常　増　減　額　【Ａ】－【Ｂ】　・・・① 30,060

【Ｃ】　経　常　外　収　益 0

経　常　外　収　益　計 0

【Ｄ】　経　常　外　費　用 0

経　常　外　費　用　計 0

当　期　経　常　外　増　減　額　【Ｃ】－【Ｄ】　・・・② 0

税　引　前　当　期　正　味　財　産　増　減　額　①＋②　・・・③ 30,060

法人税、住民税及び事業税　・・・④

前期繰越正味財産額　・・・⑤ 150,000

次　期　繰　越　正　味　財　産　額　③－④＋⑤ 180,060



第30回 新宿かしわまつり
健康体験コーナーと健康セミナー

令和６年
11月17日(日)

健康体験コーナー 10：30～14：30
健康セミナー 12：30～13：00

柏木地域センター 1階 会議室2

５００円（区内在住の方、50名程度）
お申込みは当日直接、会場にて

開催時間

場所

参加費

「採血なしで下記 ５種類の測定ができます」

骨の健康

チェック

あなたの血管
の硬さは？

楽しく頭の

トレーニング

老化の

原因です!!

気になる

肌年齢!!

このイベントは令和6年度新宿区協働推進基金助成事業です。

骨密度 血管年齢
もの忘れ
プログラム AGEｓ 肌年齢

「ASCLは臨床検査について理解を深め、正しい知識の情報を提供する団体です。
国民の健康、医療の発展に貢献していきます」

 特定非営利活動法人 臨床検査支援協会（略称ASCL)
   TEL/FAX03-5937-1396    ホームページ：https://www.ascl.or.jp



健康体験フェアと健康セミナー

「ASCLは臨床検査について理解を深め、正しい知識の情報を提供する団体です」
特定非営利活動法人 臨床検査支援協会（略称ASCL)
   TEL/FAX03-5937-1396    ホームページ：https://www.ascl.or.jp

令和６年
12月15日(日)

健康体験フェア 10：00～15：00
健康セミナー 12：30～13：00

榎町地域センター3階大会議室A・B

５００円（区内在住の方、50名程度）
お申込みは当日直接、会場にて

開催時間

場所

参加費

「採血なしで下記 ５種類の測定ができます」

骨の健康

チェック

あなたの血管
の硬さは？

楽しく頭の

トレーニング

老化の

原因です!!

気になる

肌年齢!!

このイベントは令和6年度新宿区協働推進基金助成事業です。

骨密度 血管年齢
もの忘れ
プログラム AGEｓ 肌年齢







臨床検査支援協会 御中

2025.4.1

8467

見積書番号 商�品�名 単�価 数�量

◆血管推定年齢測定(アルテットLDN)　1日間
レンタル基本料 　1セット　1日間
(本体1、PC1、専用帳票、片道送料含)

※発送は宅配会社より(ご利用日の前日)
※専用帳票はご希望の枚数をご用意します。

50,000 1 50,000

50,000合計金額

金�額

見積書番号

 お見積書

備考

5,000 お見積合計額消費税額

上記の通りお見積申し上げます。

￥￥5555,,000000

TEL 078-891-5590

FAX 078-891-5591

検検��印印 担担当当印印

代表取締役�多 田 和 正

株式会社ヘルスプロモーション

〒650-0047 神戸市中央区港島南町5丁目5-2

神戸国際ビジネスセンター 655号

有効期限����作成日より3ヶ月
発行日

登録番号：T4140001028691



お⾒積書

発⾏⽇: 2025年04⽉04⽇

特定⾮営利活動法⼈臨床検査⽀援協会 御
中

〒106-0041 東京都港区⿇布台⼀丁⽬3番1号 ⿇布台ヒルズ 森JPタワー19階
tel: 03-4577-9200 mail: contact@raksul.com

商品名 / 商品仕様 部数 出荷⽇ ⾦額 (単価)

チラシ・フライヤー
チラシ・フライヤー A4 ⽚⾯カラー 光沢紙(コート) 標準︓
90kg

500部 本⽇（本⽇10:59
までにご注⽂、

11:59までに⼊稿
完了、12:29まで
に受付⽇確定した

場合）

¥4,481 約¥8.96

 
注⽂内容: 商品: ¥4,481

ご注⽂⾦額: ¥4,481

お⽀払い⾦額: ¥4,481
消費税: ¥448
ご請求合計⾦額: ¥4,929

お客様へ (必ずご確認ください)

⾒積書の有効期限は発⾏⽇より1ヶ⽉です。
キャンペーン商品についてはキャンペーンが終了次第通常価格での販売となります。その際には本⾒積書をご利⽤にはなれませんのでご
注意ください。
販売停⽌した商品は本⾒積書に仕様が記載されていてもご注⽂いただけません（新聞折込・ポスティング・エリア便については本⾒積書
と同じ配布・折込⽇でのご注⽂が出来ない場合は販売停⽌に該当します）。
⾒積書の発⾏⽇は発⾏時点の⽇付となります。過去の⽇付、未来の⽇付に変更できませんのでご注意ください。
送料無料です。(ただし、名刺の注⽂の場合を除きます。また、複数箇所への分納をご希望の場合は1箇所につき1,380円の送料をお⽀払
いいただきます。)
受付⽇とは、ご注⽂商品の出荷⽇を計算する基準となる⽇です。受付⽇は、⼊稿されたデータのチェック完了とお⽀払いの完了をもって
確定とさせて頂きます。受付⽇確定後、印刷⼯程へと進みます。
データチェックお急ぎ便 、オペレーターチェック⼊稿、後から⼊稿、領収書の郵送、NP請求書払い、ラクスル請求書払い、午前着便オ
プションは有料オプションです。
⾒積書の期限内に価格変更があり、上記の⾦額で購⼊いただけない場合がございます。その際はカスタマーサポートまでご連絡くださ
い。

ラクスル株式会社



 （協働支援会議委員についての確認） 

 

 

確 認 書 

 

 

 

当法人は、新宿区協働支援会議委員（別紙、委員名簿参照）について、以下の

ことを確認します。（該当番号に○を記入） 

 

 

１ 別紙「新宿区協働支援会議委員」について、当団体の職員であることを確認

しました。 

 

委員名                    

 

 

２ 別紙「新宿区協働支援会議委員」について、当団体の社員ではないこと及び

直接利害関係がないことを確認しました。 

 

 

 

  2025年4月8日 

 

団 体 名  特定非営利活動法人 臨床検査支援協会  

所 在 地  中野区中央1－44－6                 

 ステージ中野坂上100号     

代表者氏名  理事長 宮澤 幸久      

 


